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1 . 事務・形式・資格エラーなし

① オンラインで請求の場合　(台帳解除のみ可能）

　オンライン請求でエラーがない場合、請求の翌日には台帳に登録されます。

　そのため、この場合は取下げはできず、台帳解除処理のみ可能です。

　（例）

11月
15日 30日

12月
15日 31日

1月

　　11月処理分台帳解除処理可能期間

　　△12月分伝送受付期間（6日～翌月5日）

　　△1月分伝送受付期間（6日～翌月5日）

② 媒体で請求の場合　(取下げ・台帳解除 可能）

　媒体請求でエラーがない場合、システムにて資格確認処理が行われる（毎月15日）までの間は、取下げ

　処理が可能です。

　（例）

11月
15日 30日

12月
15日 31日

1月

　　11月受付 　　12月受付

▲ ▲

取下げ処理可能期間 取下げ処理可能期間

2 . 事務・形式エラーあり　（取下げのみ可能）

　事務・形式・資格エラーがある場合は、依頼書を提出されなくても返戻扱いになります。

12月処理分台帳解除処理可能期間

不可

11月処理分台帳解除処理可能期間

不可

12月処理分台帳解除処理可能期間

　事務・形式・資格エラーがある場合は、依頼書を提出されなくても返戻扱いになります。

　返戻一覧表に出力しない場合のみ、取下げ依頼書の提出をお願いいたします。

① オンラインで請求の場合

　（例）

11月 15日 30日 12月 15日 31日 1月

　　△12月分伝送受付期間（6日～翌月5日）

　　△1月分伝送受付期間（6日～翌月5日）

② 媒体で請求の場合

　（例）

11月
15日 30日

12月
15日 31日

1月

　　11月受付 　　12月受付

※ 特定健診の請求は、毎月末にデータが確定します。

データ確定後の変更・取消につきましては、国保連合会でなく各保険者での「過誤処理」が必要

となりますので、保険者へお問合わせください。

12月分取下げ処理可能期間

　　▲

11月分取下げ処理可能期間

12月処理分取下げ処理可能期間

　　 ▲


